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山形県議会告示第１号

　山形県議会事務局規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　平成23年４月１日

山形県議会議長　　佐　　　貝　　　全　　　健

　　　山形県議会事務局規程の一部を改正する規程

　山形県議会事務局規程（昭和45年10月県議会告示第１号）の一部を次のように改正する。

　第４条第４項中「及び主事（職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の

支給についての認定及び確認並びに支給額の決定及び改定に関する事務を担当するものに限る。）」を「、主査及び

主事」に、「者」を「者（職員の扶養親族の認定並びに住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給

についての認定及び確認並びに支給額の決定及び改定に関する事務を担当するものに限る。）」に改める。

　　　附　則

　この規程は、公布の日から施行する。

(毎週火・金曜日発行)
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